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安心して医療活動に
専念していただくために

（注）日医A会員は下記のとおりです。

• A①・・・・・病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準じる会員

• A②（B)・・・上記A①会員及びA②（C)以外の会員

• A②（C)・・・医師法に基づく研修医

• 日本医師会A会員に登録いただくことによりまして、自動的に「日医医
賠責保険」の被保険者となります。

• A会員の手続きや会費につきましては、郡市区医師会または都道府県
医師会へご照会ください。

もしもの時のために日医A会員（注）には、
「日医医賠責保険」制度があります。

通常の「医療行為」に加え、産業医・学校医等の
職務活動による賠償にも対応します。

（平成２８年７月新設）

さらに大きなカバーを希望されるA会員には、任

意加入の上乗せ保険「日医医賠責特約保険」が
あります。

A１会員の医療機関の医師・職員を対象としまし
た医療通訳サービスがあります。

（令和２年４月新設）
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日医医賠責保険・医賠責特約保険共通

紛争対応フローチャート
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　　　①損害賠償請求

　　　　　連絡
②報告・委任 　　   交渉・訴訟対応

③付託         ⑧連絡  ⑨保険金支払

　　　　④付託の連絡 ⑦連絡

　　　　　⑤審査請求 ⑥審査回答

紛争解決フローチャート

日本医師会A会員

（被保険者）

患者・遺族

（被障害者側）

都道府県医師会 弁護士

日本医師会

保険会社調査委員会

賠償責任審査会



特約保険と日医医賠責保険
との関係
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１事故支払限度額

３億円

（※２） 日医医賠責特約保険

１億円

日医医賠責保険

１００万円 免責金額（自己負担額１００万円）（※１）

行為者責任 開設者・管理者責任

（※１）都道府県医師会にて用意している１００万円を支払限度額とする

医賠責保険（通称１００万円保険）に加入することで、免責金額を

補償することができます。

（※２）損害賠償請求日が令和２年６月以前の事故は２億円になります。



日医医賠責保険の概要

 

保険契約者 公益社団法人 日本医師会 

引受保険会社 下記の保険会社の共同保険によって、これを運営し、幹事会社が、契

約および紛争処理の事務を代表して行います。  

・東京海上日動火災保険株式会社（幹事会社） 

・損害保険ジャパン株式会社 

・三井住友海上火災保険株式会社 

被保険者 日本医師会Ａ会員（注）（協定書第 9 条） 

(注)日本医師会 A 会員は下記のとおりです。 

Ａ①・・・・・病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員 

Ａ②(Ｂ)・・・上記Ａ①会員及びＡ②会員(Ｃ)以外の会員 

Ａ②(Ｃ)・・・医師法に基づく研修医 

対象となる事

故 

医療行為によって生じた身体の障害につき損害賠償を請求され、      

その請求額が 100 万円をこえるもの 

保険金 保険金は損害賠償金と争訟費用 

支払限度額 損害賠償金の年間総支払限度額（最高限度額）は、１被保険者につき、

1 事故 1 億円、保険期間中 3 億円 

免責金額 1 事故 100 万円（同一医療行為につき） 

保険期間 毎年７月１日より１年間（特別の事情がないかぎり、１年ごとに更新） 

保険料 別に定めるところにしたがい、日本医師会が支払う 

紛争処理 賠償責任審査会の判定を軸とし、日本医師会と保険会社が、都道府県

医師会と連携をとりながら紛争処理にあたります 

適用される約

款 

・賠償責任保険普通保険約款 

・日本医師会医師特別約款 

・日本医師会医師賠償責任保険運営に関する協定書 

・「日本医師会医師賠償責任保険運営に関する協定書」適用に関する

追加協定書 

・日本医師会医師賠償責任保険紛争処理規定 

 

４



日医医賠責保険制度の特長

 

特長１  学術専門団体である日本医師会が自らの事業として行う保険制度  

47 都道府県医師会の会員をもって組織する学術団体である日本医師会自身が契約者とな

って、保険会社との間で締結された日本医師会 A 会員を補償対象とする独自の医師賠償責

任保険制度です。 

特長２  交渉や訴訟など解決まで医師会が全面的に支援 

 医療紛争において、交渉・調停・訴訟と紛争解決の手段は様々であり、責任の有無を含

めて解決まで長期間にわたることも珍しくありません。日本医師会医師賠償責任保険制度

では、都道府県医師会に委任することで、日本医師会・都道府県医師会と保険会社が協力

して紛争解決にあたる体制が整っています。たとえば、必要に応じて協議のうえで保険会

社の負担のもとに医療紛争に精通した弁護士を依頼し、迅速・適正な紛争解決をサポート

しています。 

特長３  専門の調査・審査機関による中立・公正な判断 

日本医師会医師賠償責任保険制度では、付託のあった事案について、複数の医師・医療

紛争に詳しい弁護士による調査・検討が行われ、さらに保険会社や日本医師会の利益を代

表しない医学・法律の有識者によって構成される賠償責任審査会が設けられており、様々

な角度から検討し、中立・公正な判断を行っています。 

特長４  高額の賠償金や法人責任にも対応  

 日本医師会医師賠償責任保険制度では、高額な損害賠償請求にも対応できるように、日

本医師会 A 会員個人として 1 事故 1 億円、保険期間中 3 億円までの補償を行っています（自

動付帯）。さらに、日医特約保険に加入（任意加入）することにより、1 事故 3 億円、保険

期間中 9 億円までの補償や開設者が法人である場合の責任にも対応することができます。 

（損害賠償請求日が令和 2 年 6 月以前の事故については 1 事故 2 億円・保険期間中 6 億円

となります。） 

 

特長５  勤務先を問わず様々な活動を補償  

 日本医師会医師賠償責任保険は医師個人を対象とした保険なので、日本国内であれば常

勤の医療機関にかかわらず補償の対象となります。また、産業医や学校医等の活動におい

ては医療行為だけでなく活動全般にわたって幅広く対応しています。 
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日医医賠責特約保険の概要

 

保険契約者 公益社団法人 日本医師会 

引受保険会社 下記の保険会社の共同保険によって、これを運営し、幹事会社が、契

約および紛争処理の事務を代表して行います。  

・東京海上日動火災保険株式会社（幹事会社） 

・損害保険ジャパン株式会社 

・三井住友海上火災保険株式会社 

被保険者 日本医師会 A 会員のうち日医特約保険への加入を希望する者、および

当該会員を理事とする法人もしくは当該会員が管理者である病院・診

療所・介護医療院を開設する法人 

対象となる事

故 

医療行為によって生じた身体の障害につき損害賠償を請求され、      

その請求額が 100 万円をこえるもの 

保険金 保険金は損害賠償金と争訟費用 

支払限度額 損害賠償金の年間総支払限度額（最高限度額）は、日医医賠責保険の

支払限度額と合算して１被保険者につき、1 事故 3 億円、保険期間中 9

億円（損害賠償請求日が令和 2 年 6 月以前の事故については 1 事故 2

億円・保険期間中 6 億円） 

免責金額 1 事故 100 万円（同一医療行為につき） 

保険期間 毎年７月１日より１年間（特別の事情がないかぎり、１年ごとに更新） 

掛金・保険料 別に定めるところに従い、日医特約保険への加入を希望する者が支払

う。なお、掛金には保険料のほか、制度運営に関わる経費が含まれて

います。 

紛争処理 賠償責任審査会の判定を軸とし、日本医師会と保険会社が、都道府県

医師会と連携をとりながら紛争処理にあたります 

適用される約

款 

・賠償責任保険普通保険約款 

・日本医師会医師特別約款 

・拡張担保特約条項 

・日本医師会医師賠償責任保険運営に関する協定書 

・「日本医師会医師賠償責任保険運営に関する協定書」適用に関する

追加協定書 

・日本医師会医師賠償責任保険紛争処理規定 
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日医医賠責特約保険の特長

特長 1 「カット払い」の解消  

日医医賠責保険は、日本医師会Ａ会員以外の他の医師に責任がある場合は、その責任負

担額部分を控除して保険金が支払われます（いわゆる「カット払い」）。 

日医特約保険は、日医医賠責保険で控除される保険金部分を支払うことにより、カット

払いを解消しています。 

特長 2 法人に対する損害賠償請求にも対応  

 日医医賠責保険で補償の対象外（一人医師医療法人を除く）となっている、医療機関を

開設する法人に対する損害賠償請求についても補償の対象とすることができます。 

特長 3 高額賠償への対応  

1 億円を超える高額賠償事例にも対応できるように、保険金支払限度額を、日医医賠責保

険の支払限度額と合算して、１事故 3 億円、保険期間中 9 億円としています。 

（損害賠償請求日が令和 2 年 6 月以前の事故については 1 事故 2 億円・保険期間中 6 億

円となります。） 

特長 4 日本医師会Ａ会員による任意加入制度（日医医賠責保険の補完的活用） 

 個々の日本医師会Ａ会員を取り巻く環境に適応できるように、日医特約保険を必要とす

る日本医師会Ａ会員のみが加入できる任意加入制度としています。 

特長 5 合理的な掛け金  

医療施設の有無や種類に応じた掛金を設定することにより、規模に応じた会員間の負担の

公平を図っています。 
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